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   Ｂ３２Ｂ  17/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ   27/12     　　　Ｂ
   Ｇ０９Ｆ    9/00     ３４２　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３１０　
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月19日(2017.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚み０．２ｍｍ以上、５ｍｍ以下の支持板、引張弾性率が５０ＭＰａ以上、２５００Ｍ
Ｐａ以下、引張破断強度が１０ＭＰａ以上、且つ、引張破断伸度が５％以上の硬化樹脂層
、及び厚み２００μｍ以下のガラス基板をこの順に備え、
　ガラス基板の厚み（ｄ１）と硬化樹脂層の厚み（ｄ２）との比（ｄ１／ｄ２）が０．３
～３、且つ、ガラス基板と硬化樹脂層の総厚（ｄ１＋ｄ２）と支持板の厚み（ｄ３）との
比（ｄ３／（ｄ１＋ｄ２））が１～２５であり、且つ、
　支持板と硬化樹脂層の界面の剥離強度が、硬化樹脂層とガラス基板の界面の剥離強度よ
りも低い、ガラス積層体。
【請求項２】
　前記支持板の硬化樹脂層側表面が、離型処理されていることを特徴とする請求項１に記
載のガラス積層体。
【請求項３】
　前記硬化樹脂層の引張破断伸度が１０％以上であることを特徴とする請求項１又は２に
記載のガラス積層体。
【請求項４】



(2) JP 2016-83925 A5 2018.2.8

　前記ガラス基板が、前記硬化樹脂層の外形の内側に設けられていることを特徴とする請
求項１～３いずれか１項に記載のガラス積層体。
【請求項５】
　前記硬化樹脂層が、紫外線硬化性組成物からなる層を硬化させて得られる層であること
を特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載のガラス積層体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のガラス積層体から、支持板を硬化樹脂層と支持板
との界面で剥離して得られる電子デバイス用基板。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子デバイス用基板を用いてなる電子デバイス。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のガラス積層体を製造する方法であって、硬化性組
成物、ガラス基板、及び支持板を積層した後、硬化性組成物からなる層を硬化させて硬化
樹脂層を形成する工程、を含む製造方法。
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